
期限 使用申請者 南会津町

使用相談から使用終了までのフロー

問合せ票作成

※具体的な使用内容について、

メールまたは電話で相談

受付処理（先着順）

担当窓口（商工観光課）

予約（変更）連絡票発行

担当窓口（商工観光課）

南会津町有施設使用許可申請書

＜添付書類＞

使用計画書

担当窓口（商工観光課）

南会津町有施設使用許可書

（総務課）

予約可能な日時を確認し、

各種書類を作成

使用時間に施設へご入場ください。

使用終了

現地にて商工観光課へ連絡（0241-62-6200）し、原状回復を確認後に

施設使用確認報告書を提出

使用料納入通知書発行使用料支払い

使用

当日

後日

使用日の

１カ月前

使用日の

２週間前

＜事前相談＞

＜申請・許可＞

使用日の

10日前

＜法定手続き＞

航空法、電波法等

航空法、電波法等許可書コピー提出

受 領

使用日の

前日まで

＜使 用＞

＜使用料＞

使用計画書に係るWEB会議

（使用申請者・福島ロボットテストフィールド・南会津町）


